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○
環
境
省
令
第
二
十
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
六
条
の
二
第
三
号
ホ
の
規
定
に
基

づ
き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
六
日

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
の
四
の
二
第
六
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

当
該
産
業
廃
棄
物
が
次
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
で
あ
つ
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
〇
九
五
〇
号
に
規
定
す
る
含
有
マ
ー

ク
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
含
有
マ
ー
ク
の
表
示
に
関
す
る
事
項

廃
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

(1)

廃
ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

(2)
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廃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機

(3)

廃
電
子
レ
ン
ジ

(4)

廃
衣
類
乾
燥
機

(5)

廃
電
気
冷
蔵
庫

(6)

廃
電
気
洗
濯
機

(7)

第
八
条
の
十
六
の
三
中
「
及
び
第
八
号
」
を
「
、
第
七
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
の
二
第
三
号
に

掲
げ
る
委
託
契
約
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
四
の
二
並
び
に
新
規
則
第
八
条
の
十
六
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
省
令
及
び
廃
棄
物
の
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処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
七
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
契
約
の
更
新
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
た
製
品
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
八
条
の
四
の
二
第
六
号
ニ
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
と
な

っ
た
も
の
に
対
す
る
新
規
則
第
八
条
の
四
の
二
（
新
規
則
第
八
条
の
十
六
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


